
　　　労働災害を防止するためには、従事する仕事の基本的内容を理解し、仕事に伴う、危険性・有害性

　　を承知していること、また、技能的に作業手順を身につけ、それを守って実作業を遂行することが求め
　　られております。　　
　　　上記のような仕事に関する「知識」「技能」を習得させるために、「雇い入れ時」「職長教育」「技能講習」　　
　　「（危険性・有害性の高い業務に対する）特別教育」などの教育講習の受講が義務付けられています。

　「オミクロン株」は感染が急拡大するといわれていましたが、これほどとは・・・。１月２７日現在、新規感染者は全国 　　これら労働安全衛生法に基づく「安全衛生教育」の受講を促進するための運動が、中央労働災害防止
で７８，９３１人、福島県内で３６７人と、昨年８月のピーク時の３倍です。福島県全県でまん延防止策が取られ、制約 　　協会が中心になって展開されています。
のある生活を余儀なくされています。今後、協会活動面で、今まで以上の新たな制約が出てくるのか気がかりです。 　　　この機会に、下記のURLに進み、事業場として必要な「安全衛生教育」は何なのかをご確認ください。
　年が明けて、早くも１カ月が経過しました。この調子では、３月の年度末まで、あっという間です。順調とは言えない 安全衛生教育促進運動　： https://www.jisha.or.jp/campaign/kyoiku/index.html
令和３年度ですが、年度の活動実績のまとめ、次年度の事業計画など、残り２ヵ月、早め早めにやるべきことを準備　
して、年度を締めくくりたいと考えています。

　特に危険性や有害性のない一般的な工場や事務所におい
ても、安全衛生上の基準が必要です。 事務所の衛生基準が
規則が５０年ぶりに見直されましたので、改正のポイントを紹介
いたします。

　1月７日（金）に安全祈願を行いました。 例年は安全祈 ＜１＞　見直しの理由
願ののち、「役員会」と「懇親会」を開催しておりましたが 　　５０年前にくらべ女性の活躍や高齢労働者の増加、障害者
感染拡大の懸念があることから、安全祈願のみとさせて 　の雇用など、求められる職場環境が変化していることから、
いただきました。 　それに見合った対応が求められている。
　理事・監事のみなさん２５名が出席し、 須賀川労働基 ＜２＞　見直しのポイント
準監督署から村上監督安衛課長に出席をしていただき、 　　見直しした主な内容は「照度」「トイレ」「旧洋室」「救急用具」
令和４年の安全を祈願いたしました。 　などであるが、ここでは照度とトイレを中心にポイントを紹介し
　懇親会の予定がないので、ご祈祷を時間を午前１１時   ます。
にお願いいたしましたが、この時間ですと、初詣で神社　 ＜３＞　照度
お参りする人も多く、７日は自宅の松飾を神社へ持って 従来の基準 　　　改定後の基準
くる方と合わせて、大変な人出でした。 　　精密な作業　　300ルクス以上 　　一般的な事務作業
　社殿前での記念写真が撮れなかったのは残念です。 　　普通の作業　　150ルクス以上 　　　　300ルクス以上

　　粗な作業　　　　 70ルクス以上 　　付随的作業　150ルクス
＜４＞　トイレ 　　　　
　　従来通り、男性用と女性用で区分することが原則だが、
　従業員が10名以内の場合は「独立個室型」のトイレを設置 　詳細を知りたい方は、厚労省のホームページ

　　　須賀川労働基準協会では、技能講習（労働安全 　することで男女共用も認められる。 　 (右図参照） をご覧ください。協会ホームページでも、もう少し

　　衛生法で定められている）として、 「玉掛作業」「床 ＜５＞　休養室 詳しい内容を掲載いたします。

　　上操作式クレーン」「ガス溶接」を実施しております。 　　入口などから目隠しされているなどの配慮をし、専用では
　　　技能講習はすべて屋外での　『実技講習』  が必 　なくてもよいが随時利用可能な機能を確保すること。
　　須なので、厳冬期は開催しておりませんが、ガス溶
　　接は三瓶自動車さんの協力で 建物内で実技講習
　　を実施できるので、１月に実施しています。
　　　次回は７月ころの予定で、年２回開催しています。 　須賀川労働基準協会は、地域の「安全衛生関連団体」との連携のため、例年、各種の会議へ出席をして

おります。一つの例は福島県県中保健事務所が開催している、 「県中域職域連携協議会」 で地域・職域
の県民の健康向上を目的とした会議ですが、コロナ感染防止の観点から会議の開催は中止なりました。
　同様の理由から須賀川地域産業保健センター運営協議会（須賀川医師会会館内に事務局）の会議も
昨年に続き中止となりました。　会議自体の中止で、情報の授受・伝達が薄まってしまうのではないかという
危機意識から、あえて記事として掲載し、意識を持続したいと考えた次第です。

　年に１回開催している講習ですが、残念ながら今回は中止
とさせていただきました。コロナの関係ではなく、受講申し込
み数があまりに少なく、断念しました。
　下記に「有機溶剤作業」を行う職場の管理ポイントを掲載 ・ 2月の活動予定
しますので、参考にして下さい。 教育講習　「リスクアセスメント講習」（須賀川市民温泉）

教育講習　「職長教育（製造系）」（須賀川市民温泉）
　１．作業環境測定をすること ・ 3月の活動予定
　２．人体への影響・取り扱い注意事項・応急措置　等の表示 ３月上旬 理事会（令和４年度事業計画・予算審議）
　３．設備（全体換気装置・局所排気装置・密閉装置）の設置 10日・11日・13日 技能講習　「玉掛け技能講習」（須賀川市民温泉・三瓶重機機材置場）
　４．作業主任者を選任しているか ・ ４月の活動予定
　５．有機溶剤作業対応の健康診断 上旬～中旬 会計監査、　理事会
　６．事業場内の「安全衛生委員会」の設置

【安全衛生教育促進運動　2021年12月1日～2022年4月30日】

【事務所衛生基準規則及び労働安全衛生法の一部改正】

24日・25日
1７日

＜有機溶剤作業従事者教育＞　　　中止

＜須賀川労働基準協会が参加している外部会議も中止＞

　　　ガス溶接による「切断作業」の実習

【１月の協会活動報告】
＜新年安全祈願祭を開催＞　　　１月７日

　＜ガス溶接技能講習＞　1月２２日・２３日

＜須賀川労働基準協会のこれからの活動予定＞　（中止が決定しているものも含む）

　　　　　　神田会長に合わせて、全員で安全を祈願

関係行政機関などからの情報など、協会のℍℙもご覧くださ


